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内部統制基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制基本方針を

定め、本方針に従って内部統制システムを適切に構築し運用する。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制 （会社法第 399 条の 13 第 1 項第 1 号ハ・会社法施行規則

第 110 条の 4 第 2 項第 4 号）

(1) コーポレート・ガバナンス

① 取締役会は、法令、定款、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」及び

「取締役会規則」等に従い、重要事項を決定するとともに取締役の職務の執

行を監督する。

② 取締役は、取締役会が決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及

び社内規定に従い、業務執行を行う。

③ 監査等委員である取締役は、「監査等委員会規則」、「監査等委員会監査等基

準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」に則り、

取締役の職務執行の適正性を監査する。

(2) コンプライアンス

① 取締役、執行役員及び使用人は、企業理念である「明光和親」及び「役職員

行動規範」に則り行動する。

② コンプライアンス担当役員（統括責任者）、コンプライアンス委員会、コンプ

ライアンス部門責任者及びコンプライアンス事務局を設置、また子会社にお

いても同様の体制整備を促進することで、連結グループでのコンプライアン

ス体制の充実に努める。

③ 内部通報制度などコンプライアンスの実効性を高めるための仕組みを整備す

るとともに、各種研修の実施等を通じて社員の意識徹底に努める。

④ 反社会的勢力とは、取引を含めて一切の関係を遮断し、不当要求は拒絶す

る。

(3) 財務報告

① 財務報告に係る内部統制担当役員（統轄責任者）、部門責任者を設置するとと

もに、法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成に係る社内規定を整備

し、財務情報の適正かつ適時な開示体制の強化に努める。

② 財務報告に係る内部統制事務局を設置し、財務報告の適正性を確保するため

の体制の整備・運用状況について改善を図る。
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(4) 内部監査

社長直轄の監査部を設置する。監査部は「内部監査規定」に基づき各組織・子会

社の業務全般に関し、法令、定款及び社内規定の遵守状況と合理性等につき、定

期的に内部監査を実施する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（会社法施行規則第 110 条の 4 第 2 項第１号）

取締役は、法令、「文書取扱規定」、「文書保存基準」及びその他の社内規定に従

い、株主総会議事録及び取締役会議事録等の職務執行に係る重要な文書を適切に

保存・管理し、常時、閲覧することができる。

また、会社の重要な情報の開示を所管する部署を設置し、取締役は、開示すべき

情報を収集し法令等に従って適切に開示する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（会社法施行規則第 110 条の 4 第 2 項第 2 号）

リスクの類型、類型毎の管理責任部署を設置し、管理方法を社内規程等で定め、

体制を整備するとともに、必要に応じて社内委員会等を設置する等、リスク管理

体制及び管理手法を整備する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（会社法施行規則第 110 条の 4 第 2 項第 3 号）

(1) 取締役会

取締役は実質的な討議を可能とする人数とし、取締役会は取締役の職務執行が経

営者として効率性を含め適正に行われていることを監督する。

(2) 執行役員制

取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執

行役員制を採用する。執行役員は、取締役会が決定し委任された職務を執行する。

(3) 事業部門制

事業部門制を採用し、各事業部門には部門長を置き、法令、定款及び社内規定等に

従い、担当事業領域の経営を行う。また、事業部門ごとに目標を設定し達成度を取

締役会において検証することにより、経営管理を行う。

(4) 職務権限・責任の明確化

適正かつ効率的な職務の執行を行うため、社内規定を整備し各役職者の権限及び

責任を明確化する。
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５．当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制  （会社法施行規則第 110 条の 4 第 2 項第 5 号）

(1) 子会社管理・報告の体制

① 子会社毎に主管部署を定め、各子会社には原則として取締役及び監査役を派

遣し業務の適正を確保する。

② 「事業投資管理規定」を定め、子会社の経営上の重要事項に関しては、原則

として当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取り決め

る。

③ 当社が子会社を通じて間接的に保有する子会社に関しては、原則として当社

が直接保有する子会社に経営管理及び経営指導にあたらせ、業務の適正が確

保されるよう努める。

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

子会社の主管部署は、子会社がリスクに対する管理方法を社内規程等で定める

他、リスク管理体制及び管理手の体制整備を促進し、リスク管理体制の充実に努

める。

(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

子会社の主管部署は、事業年度毎に子会社の事業計画を策定し、計画達成のため

に子会社の経営管理及び経営指導に当たる。

(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制

① 子会社には原則として取締役及び監査役を派遣し、子会社において職務執行

の監督及び監査を行うことにより、子会社の取締役等及び使用人の職務執行

が法令及び定款に適合するよう努める。

② 子会社の主管部署は、各社に適した規定を設置し当社と同水準で各社に適し

たコンプライアンス体制の構築に努める。

③ 子会社の業務活動全般は、当社監査部による内部監査の対象とする。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

（会社法施行規則第 110 条の４第 1 項第 1 号）

(1) 補助使用人の設置

監査等委員会事務局を設置し監査等委員会の職務を補助する使用人（以下「補助使

用人」）を配置する。

(2) 補助使用人の人選

補助使用人の人選は、監査等委員会の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査
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等委員会または常勤監査等委員と協議のうえ決定する。

(3) 補助すべき取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。

７．監査等委員会の補助使用人の監査等委員でない取締役からの独立性

及び監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関す

る事項          （会社法施行規則第 110 条の 4 第１項第 2 号）

(1) 補助使用人への指揮命令権

補助使用人は、監査等委員会の職務に関し監査等委員でない取締役の指揮命令を

受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。

(2) 補助使用人の人事事項

補助使用人の異動･評価･懲戒等の人事事項については、監査等委員会が同意権を

有し、事前に常勤監査等委員と協議を行うものとする。

８．監査等委員会への報告に関する体制

（会社法施行規則第 110 条の 4 第１項第 4 号）

(1) 職務執行状況の聴取

監査等委員は、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役や使用人から職務

執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。

(2) 取締役による報告

取締役は、法令が定める事項の他、財務及び事業に重大な影響を及ぼす可能性が

ある事項については、直ちに監査等委員会に報告する。

(3) 使用人による報告

使用人は、当社に著しい損害を及ぼす可能性がある事実等について、直接、監査

等委員に報告することができる。

(4) 子会社の報告

① 子会社の取締役及び監査役は、当社の監査等委員会に当該子会社に著しい損

害を及ぼす可能性がある事実等を直接報告することができる。

② 当社の取締役及び使用人は、子会社の役職員から著しい損害を及ぼす可能性

がある事実等の報告を受けた場合は、監査等委員会に報告する。

９．監査等委員会に報告をした者が不利益な取扱いを受けないことを確

保するための体制     （会社法施行規則第 110 条の 4 第 1 項第 5 号）

監査等委員会に報告・相談を行った取締役及び使用人もしくは子会社の取締役、
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監査役及び使用人に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱い

の禁止を規定し、周知徹底する。

10．監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に

係る方針に関する事項 （会社法施行規則第 110 条の 4 第 1 項第 6 号）

監査等委員の職務の執行において生ずる費用の支弁に充てるため、毎年度、監査

等委員会からの申請に基づき一定額の予算を確保する。措置を行い、監査等委員

会の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。

11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため

の体制          （会社法施行規則第 1１0 条の４第１項第 7 号）

(1) 監査の環境整備

「監査等委員会監査等基準」に定める監査等委員会監査の重要性・有用性を十分

認識し、監査等委員会監査の環境整備を行う。

(2) 内部監査部門

監査等委員会は、社長直轄の内部監査部門である監査部に監査の指示を行うこと

ができるとともに、監査部の内部監査計画の策定、内部監査結果等につき密接な

情報共有及び連携を図る。

(3) 会計監査人

監査等委員会は、会計監査人と監査業務の品質及び効率を高めるため、情報・意

見交換等の緊密な連携を図る。

(4) コーポレート部門

監査等委員会は、コーポレート部門その他の各部門に対して、随時必要に応じ、

監査への協力を指示することができる。

以 上

2006 年  5 月 15 日 制  定

2007 年  2 月 20 日 改 定

2012 年  7 月 24 日 改 定

2012 年 11 月  1 日 改 定

2015 年  5 月  1 日 改 定

2016 年 6 月 28 日 改 定

2018 年 04 月 01 日 改 定

2021 年 ７月 30 日 改 定


